
工事請書条項

第 1条  工期 内に本 工事 の完成 を厳守す る。

第 2条  工事 が完成 し引渡す ときは、検査官の検査 に合格 した ものに限 る。

第 3条  書面 に よる承諾 を得 ないで この契約 に よって生ず る権利 を第二者 に

譲渡 し、又 は担保 に供す るこ とは しない。

第 4条  工事 の施 工及 び現場 内の取締 りに関 しては、す べて貴官 の指揮 監督

に従 うもの とす る。

第 5条  図面及 び仕様 書 において監督官 の検査 を受 けて使用す るもの と指 定

された工事材料 につ いては、 当該検査 に合格 した ものを使 用 しな けれ ばな

らない。 ただ し、検 査 の結果 不合格 と決 定 した材 料 は、遅滞 な く引き取 ら

なけれ ばな らない。

第 6条  水 中又 は地下 に埋設す る工事そ の他完成後外面か ら明視す るこ とが

で きない工事 を施 工す るときは、特 に監督官 の立 ち会 い を得 て施 工す る。

第 7条  工事 の施 工が図面又 は仕 様書 に適合 しない場合 において、官側 が図

面又は仕様書 に基づ く改造 を請 求 した ときは、 これ に従 わな けれ ばな らな

い。 ただ し、 このた め請負代金 の増額又 は工期 の延長 をす る こ とがで きな

い 。

第 8条  次 の各 号の一 に該 当す る ときは、 この契約 を解 除 され て も異議 の申

立て を しない。

(1)第 10条 及 び第 11条 の規 定以外 の事 由に よ り、工期 内に本 工事が完成

しない とき。

(2)完 全 に契約 を履行 す る見込みがない と認 め られ た とき。

第 9条  前条の規定 に よ り、 この契約 を解 除 され た ときは、請負代 金の

100分 の 10に 相 当す る違約金 を支払 うもの とす る。

第 10条  天災地変そ の他請負 人の責 に帰す こ とがで きない理 由に よって、

工期 内に完成 の見込み がな く、工期 を延期 しな けれ ばな らない ときは、そ

の理 由を明 らか に して期限内に延期 を請 求す るこ とがで きる。

第 11条  前条 の規定以外 の理 由によ り、工期 内に工事 を完成す る ことがで

きない ときは、その理 由を明 らかに して期 限内に延期 を申請 し、承諾 を受

け る。 この場合 、遅滞料 を支払 い、延期 の期 間 を明 らか に して履行す る。

ただ し、遅滞料 は、請負代金 に対 して期 限の翌 日か ら起算 して、遅滞 日数
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ごとに 1, 000分 の 1を 乗 じて計算 した額 を指 定 され た期 日までに納付

す る。 ただ し、その金額が 100円 未満 であ る場合 は この限 りで ない。

第 12条  請負代金 は、完成検査終 了後 、適法 な支払請求書 を提 出 した 日か

ら40日 以内に支払 を受 け る。

2 前項 の規 定 に基づ く期限内 に請負代金 の支払 を受 けない ときは、政府 契

約 の支払遅延 防止等 に関す る法律 (昭 和 24年 法律第 256号 )に 基づ く

支払遅延利 息 を請求す るこ とがで きるもの とす る。

第 13条  本工事 の保 証期 間は、 目的物 の引渡 し後 1年 とす る。 ただ し、仕

様書等 に別 に示 され た場合 には、そ の示 され た期 間 とす る。

第 14条  検査前 に生 じた工事 目的物 又 は工事材料 の滅失 、 き損等す べての

危険負担 については、 当方 の負担 において処置す る。

第 15条  違約金 又 は遅滞料 を指 定 され た期 日までに納付 しない場合 は、納

付期 間の満 了の 日の翌 日か ら納 付 した 日までの 日数 に応 じ、未納金額 に対

し、国の債権 の管理等 に関す る法律施 行令 (昭 和 31年 政令第 387号 )

第 29条 第 1項 本 文の規定 に基づ き財務 大 臣の定 める延納利息 の率 を乗 じ

て計算 した額 の延滞金 を支払 う。

第 16条  前各条以外 の事項 につ いては、貴官 と協議 の上 、そ の指示 に よ り

解 決す る。
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